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新型コロナウイルス感染症による学級閉鎖等の対応について 

 

  葉桜の候、皆様にはますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃より本校の教育活動につきまして、ご理解

とご協力をいただきありがとうございます。また、日頃より家庭内での健康管理へのご協力にも感謝申し上げます。 

さて、新学期が始まったところですが、東京都の新規感染者数が高止まり傾向にあります。改めて、学級・学年・学校閉鎖の対

応についてご連絡をいたします。下記の内容をお読みいただき、保護者の皆様におかれましては、改めて、ご理解とご協力を賜り

ますようお願いいたします。 

 

１ 学級・学年・学校閉鎖の対応について 

新型コロナウイルス感染症における学級閉鎖等の対応については、これまでのインフルエンザ等による学

級・学年・学校閉鎖とは異なり、原則、文科省のガイドラインにより、感染拡大防止の観点から、厳しい基準で

閉鎖の判断となります。閉鎖期間は概ね５日間が基本となっております。 

なお、原則、文科省のガイドラインに沿った判断となりますが、校内での追跡調査、濃厚接触者の有無 

等、校内における感染者の発生規模や広がりに応じて、東久留米市教育委員会や小平保健所と連携、 

総合的に判断し、学級閉鎖等を実施することになっています。その際には、保護者の皆様にはメール等で 

お知らせします。 
 

２  学級閉鎖等の措置となった場合の自宅での学習について 

  原則、全学年、タブレット端末を持ち帰りますが、ドリルやプリントなどと合わせた学年の実態に応じた学習

となります。学習内容の詳細は、学級閉鎖等の措置となった際に、担任よりお知らせします。なお、感染への不

安等で長期に欠席する場合も、学年の実態に応じて、上記と同様の対応をいたします。 

※現時点で、１年生は、学校でタブレット端末の学習をしていませんので、持ち帰りません。 

※wi-fi環境がないご家庭につきましては、担任までお知らせください。 
 

【保護者の皆様へお願い】 

現在の状況やウイルスの特徴を踏まえると、気を付けて生活をしていても、１００％感染を防ぐことは難しい状況です。い

つでも、誰でも感染するリスクがあるという事実を受け入れて生活をしなければなりません。 

そして、この感染症には、思いやり、助け合いの心なくしては立ち向かえません。人権尊重や個人情報保護の観点から、

子供たちが安心して過ごせる学校づくりのために保護者の皆様のご配慮や支えが大きな力となります。学校でも、今後も

引き続き感染予防対策（人権尊重・個人情報保護の観点も含む）を徹底してまいります。なお、感染症に関する個人情報

は、本人とそのご家族等の人権尊重や個人情報の保護の観点からお答えはできませんので、家庭から学校への問い合わ

せはお控えください。合わせて、プライバシーへの配慮からＳＮＳなどに載せたり、みだりに口外したりすることのないようお

願いいたします。 

また、児童やご家族が新型コロナウイルスに感染した場合、濃厚接触者となった場合、感染の疑いのため PCR 検査を

受ける、受けた場合（習い事など学校以外の関係も含む）、発熱等で病院を受診した場合は、検査、受診結果も含めて必

ず、学校へご連絡をください。 しかしながら、昨年度は、放課後の過ごし方で、後になってから一部のお子さんについて、

関係機関からPCR検査を受けたと連絡をいただいたケースがありました。放課後、マスク着用なしで遊んだことで濃厚接

触者となるケースもあるそうです。 

保護者の皆様におかれましては、人権尊重・個人情報保護を含む感染拡大防止に向けた取り組みにつきまして、改めて、

ご理解、ご協力、ご配慮をいただきますようお願い申し上げます。 


